
規 則

　金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年６月30日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第36号

　　　金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和元年規則第17号）の一部を次のように改

正する。

　別表第１中

「
看護師 短大３卒 ２ １ ２ 25

 
を

」

「
看護師 保育所に

勤務する

もの

短大３卒 ２ ５ ２ 29

上記以外

のもの

短大３卒 ２ １ ２ 25

 
に

」

改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の

規定は、令和５年４月１日から適用する。

　金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年６月30日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第37号

　　　金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

　金沢市税賦課徴収条例施行規則（昭和35年規則第15号）の一部を次のように改正する。

　第10条第２項中「車体後尾泥除」の次に「 （道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条第１項第

13号の６に規定する特定小型原動機付自転車（以下「特定小型原動機付自転車」という。）にあっては、車体後面の

見やすい箇所）」を加える。

　第47号様式（表）中
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「 　
使
　
用
　
者

（ フ リ ガ ナ ） kw

氏　　　　　　名

又　　　　　　は
条例の注意事項を

記入すること。
名　　　　　　称

生年月日 　　　年　月　日 電話番号

上記のとおり標識番号を交付したことを証明します。

 
を

」

「 　
使
　
用
　
者

（ フ リ ガ ナ ） kW

氏　　　　　　名
長さ 幅

最高

速度又　　　　　　は

名　　　　　　称

cm cm km/h生年月日 　　　年　月　日 電話番号

上記のとおり標識番号を交付したことを証明します。

条例の注意事項を

記入すること。

 
に

」

改める。

　第49号様式その１の備考の表中「第68条第１号アの原動機付自転車」の次に「（特定小型原動機付自転車を除く。）」

を加え、「その２」を「その３」に改め、同様式その２の備考の表中「及び」を「（特定小型原動機付自転車を除く。）

及び」に改め、同その２を同様式その３とし、同その３の次に次のように加える。

「
□第一種 (0.05L以下)

□第二種乙 (0.09L 以

下 )

□第二種甲 (0.125L 以

下 )

□ミニカー

 
を

」

「
□第一種　一般原付

（0.05L 又 は 0.6kW

以下）

□第一種　特定原付

（0.6kW 以下）

□第二種　乙（0.09L

又は 0.8kW 以下）

□第二種　甲（0.125L

又は 1.0kW 以下）

□ミニカー

 
に、

」
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　その４

　　備考

　　　標識の地の塗色等は、次の表による。

種　　　別 地の塗色 文字の塗色 摘　　　要

条例第 67 条第３号に規定する原動機

付自転車

 （特定小型原動機付自転車に限る。)

白　色 濃紺色
標識の右上端から左下端にかけ

て赤色の斜線を付する。

　第49号様式その１の次に次のように加える。

　その２

　　備考

　　　標識の地の塗色等は、次の表による。
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種　　　別 地の塗色 文字の塗色 摘　　　要

条例第 68 条第１号アの原動機付自転

車（特定小型原動機付自転車に限る。）

上部は白色、下

部は薄青色

濃紺色。ただし、

アルファベット

は、白色

１　その４の備考の表に該当す

るものを除く。

２　図柄の塗色は、①の図柄は

白色とし、①以外の図柄は薄

青色とする。

　　　附　則

１　この規則は、令和５年７月１日から施行する。

２　この規則の施行の際現に存する改正前の第47号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。

３　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に交付された改正前の第47号様式による標識交付証明書は、

改正後の第47号様式にかかわらず、なおその効力を有する。

４　施行日から令和５年８月31日までの間における改正後の第49号様式その２の規定の適用については、同その２中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とあるのは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「上部は白色、下部は薄青色」とあるのは「白色」と、「濃紺色。ただし、アルファベットは、白色」とあるのは「濃

紺色」と、

５　施行日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による金沢市税賦課徴収条例（昭和25年条

例第33号）第68条第１号アの原動機付自転車に係る標識は、改正後の第49号様式（前項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）にかかわらず、なおその効力を有する。

「
１　その４の備考の表

に該当するものを除

く。

２　図柄の塗色は、①

の図柄は白色とし、

①以外の図柄は薄青

色とする。

 とあるのは

」

「
　その４の備考の表に

該当するものを除く。

 とする。

」
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令和５年（2023年）６月30日　発行   発行人

　　　　　　　　　　　　　　　   発行所

金 沢 市

金 沢 市 役 所

（株）　共　　　栄　　　　　　　編　集  石川県金沢市玉鉾４丁目166番地
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